
事前準備 

電子申請(ぴったりサービス)での手続きに必要なもの 

 

・マイナンバーカード 

※交付時に設定した署名用電子証明書用暗証番号 (6文字から 16文

字の英数字)の入力が必要です。 

・ICカード読取対応可能なパソコンまたはスマートフォン 

※iPhone については iPhone7 以降の機種、Android 対応機種につい

ては、内閣府ホームページ「マイナポータル」をご確認ください。 

・マイナポータルアプリのインストール 

 

手順① 手続名「児童手当等の額の改定の請求及び届出」を選択し、

「申請する」を押してください。 

※必ず現在児童手当を受給している方が申請してください。 

 

 

 



手順２電子署名の動作環境確認をしてください。すべての確認項目

に☑がつきましたら、電子申請ができる状態です。「次へすすむ」を

押してください。 

 

手順３「ｓｔｅｐ１申請者情報入力」 

申請者(現在児童手当を受給している方)の情報を入力してくださ

い。入力が完了したら「次へすすむ」を押してください。 

 

 



手順４「ｓｔｅｐ２申請情報入力１」 

受給者の情報の確認及び「職業」、「加入している公的年金制度の種

別」を選択してください。入力が完了したら「次へすすむ」を押し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



手順５「ｓｔｅｐ２申請情報入力２」 

増額又は減額の別は「増額」を選択し、増額した理由に「その他」

を選択し「多子加算」と入力してください。事由の発生した年月日

は「2026/04/01」と入力してください。入力が完了したら「次へす

すむ」を押してください。 

 

 

 

 

 



手順６「ｓｔｅｐ２申請情報入力３」 

増額又は減額の原因となる児童の人数は「０」を選択して、「次へ

すすむ」を押してください。

手順７「ｓｔｅｐ２申請情報入力５」 

増額又は減額の原因となる児童の兄姉等の有無は「有」を選択し

て、「次へすすむ」を押してください。 

 

 

 

 

 

 



手順８「ｓｔｅｐ２申請情報入力６」 

平成１９年４月２日生～平成２０年４月１日生の子の情報を入力し

てください。「同居/別居区分」「職業」などは、令和８年４月１日

時点の情報を入力してください。※予定で構いません。 

入力が完了したら「次へすすむ」を押してください。 

 

 



手順９「ｓｔｅｐ４入力内容確認」 

入力内容に誤りがないか確認してください。誤りがなければ「次へ

すすむ」を押してください。 

 

手順１０「ｓｔｅｐ５添付書類登録」 

電子申請での添付書類は原則必要ありません。「次へすすむ」を押

してください。なお、申請内容によっては、その他必要な書類の提

出をお願いする場合があります。 

 

手順１１「ｓｔｅｐ６電子署名・送信・印刷」 

電子署名をしてください。 

以上で手続きが完了となります。 

※平成１９年４月２日生～平成２０年４月１日生の子が複数人いる

場合は、手順１～１１を一人ずつ申請していただく必要がありま

す。 

  

 

 

 

 

 


